
議案第２７号 

   宝塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

平成２８年（２０１６年）２月１６日提出 
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宝塚市条例第  号 

   宝塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 宝塚市国民健康保険税条例（昭和３４年条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「１００分の６.４」を「１００分の６．８」に改める。 

第４条中「２４，５００円」を「２５，５００円」に改める。 

第５条中「それぞれ」を削り、同条第１号中「２１，１００円」を「２１，６００

円」に改め、同条第２号中「１０，５５０円」を「１０，８００円」に改め、同条第３号

中「１５，８２５円」を「１６，２００円」に改める。 

第５条の２中「１００分の２.４」を「１００分の２．７」に改める。 

第５条の３中「８，９００円」を「１０，３００円」に改める。 

第５条の４中「それぞれ」を削り、同条第１号中「６，４００円」を「７，３００

円」に改め、同条第２号中「３，２００円」を「３，６５０円」に改め、同条第３号中

「４，８００円」を「５，４７５円」に改める。 

第６条中「１００分の２．６」を「１００分の３．１」に改める。 

第７条中「１０，１００円」を「１３，７００円」に改める。 

第７条の２中「５，３００円」を「７，０００円」に改める。 

第１０条の７中「それぞれ」を削る。 

第１１条第１号ア中「１７，１５０円」を「１７，８５０円」に改め、同号イ（ア）

中「１４，７７０円」を「１５，１２０円」に改め、同号イ（イ）中「７，３８５円」を

「７，５６０円」に改め、同号イ（ウ）中「１１，０７８円」を「１１，３４０円」に改

め、同号ウ中「６，２３０円」を「７，２１０円」に改め、同号エ（ア）中     

「４，４８０円」を「５，１１０円」に改め、同号エ（イ）中「２，２４０円」を  

「２，５５５円」に改め、同号エ（ウ）中「３，３６０円」を「３，８３３円」に改め、

同号オ中「７，０７０円」を「９，５９０円」に改め、同号カ中「３，７１０円」を 



「４，９００円」に改め、同条第２号ア中「１２，２５０円」を「１２，７５０円」に改

め、同号イ（ア）中「１０，５５０円」を「１０，８００円」に改め、同号イ（イ）中

「５，２７５円」を「５，４００円」に改め、同号イ（ウ）中「７，９１３円」を  

「８，１００円」に改め、同号ウ中「４，４５０円」を「５，１５０円」に改め、同号エ

（ア）中「３，２００円」を「３，６５０円」に改め、同号エ（イ）中「１，６００円」

を「１，８２５円」に改め、同号エ（ウ）中「２，４００円」を「２，７３８円」に改め、

同号オ中「５，０５０円」を「６，８５０円」に改め、同号カ中「２，６５０円」を 

「３，５００円」に改め、同条第３号ア中「４，９００円」を「５，１００円」に改め、

同号イ（ア）中「４，２２０円」を「４，３２０円」に改め、同号イ（イ）中    

「２，１１０円」を「２，１６０円」に改め、同号イ（ウ）中「３，１６５円」を  

「３，２４０円」に改め、同号ウ中「１，７８０円」を「２，０６０円」に改め、同号エ

（ア）中「１，２８０円」を「１，４６０円」に改め、同号エ（イ）中「６４０円」を

「７３０円」に改め、同号エ（ウ）中「９６０円」を「１，０９５円」に改め、同号オ中

「２，０２０円」を「２，７４０円」に改め、同号カ中「１，０６０円」を     

「１，４００円」に改める。 

    附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、平成２８年度以後の年度分の国民健康

保険税について適用し、平成２７年度までの年度分の国民健康保険税については、なお

従前の例による。 


